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はじめに 

本審議会は、平成２２年（２０１０年）３月１９日、教育委員会より、今後の学校教育の充実

に資する市立小・中学校の適正規模と通学区域のあり方について諮問を受け、本市の現

状や現在に至るまでの経緯を把握し、また、他自治体の状況なども参考にしながら、７回に

わたる審議・検討を重ね、その結論を得たので、ここに答申する。 

 

１．審議の経過 

（１）諮問の趣旨 

教育委員会からの諮問の趣旨は、①現在、学校規模の差が広がりつつあり、規模が小

さい学校と大きい学校のそれぞれに課題があること、②１つの小学校から２つの中学校に

分かれて進学する小学校を抱えており、義務教育９年間を見通した連続性のある教育活

動の展開が図りにくい実情があること等を踏まえ、今後の学校教育の充実に資する小・中

学校の適正規模と通学区域のあり方について方向性を示されたいとのことであった。 

（２）審議経過 

回 年 月 日 審 議 内 容 

１ 
平成２２年(２０１０年) 

３月１９日 

・諮問の趣旨についての質疑 

・意見交換 

２ 
平成２２年(２０１０年) 

５月１２日 
・小規模校・大規模校の校長からのヒアリング 

３ 
平成２２年(２０１０年) 

９月６日 
・通学区域の変遷の経緯とその総括についての意見交換 

４ 
平成２２年(２０１０年) 

１１月１１日 
・これまでの審議内容の整理と答申に向けた意見交換 

５ 
平成２２年（２０１０年） 

１２月１６日 

・学校選択制について 

・大規模校の問題について 

６ 
平成２３年（２０１１年） 

２月２２日 
・答申内容の検討 

７ 
平成２３年（２０１１年） 

３月２９日 
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２．学校の適正な規模について 

（１）学級数別の学校数の現状 

学校教育法施行規則においては、学級数の標準を、小・中学校ともに１２学級から１８学

級とし、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令においては、適正

な学校規模の条件のひとつとして、学級数がおおむね１２学級から１８学級までと規定して

いる。 

そこで、全国及び本市における学級数別の学校数をみると表１のとおりである。 

表１．全国及び本市における学級数別学校数の状況 

 
全 国 豊中市 

学校数 構成比 学校数 構成比 

小 

学 

校 

５学級以下 ２，９３２ １３.５％ ０ ０％ 

６～１１学級 ７，５４３ ３４.８％ ２ ４.９％ 

１２～１８学級 ６，２９４ ２９.０％ １７ ４１.５％ 

１９～２４学級 ３，２６３ １５.０％ １４ ３４.１％ 

２５～３０学級 １，３１４ ６.１％ ６ １４.６％ 

３１学級以上 ３４０ １.６％ ２ ４.９％ 

計 ２１，６８６ １００.０％ ４１ １００.０％ 

中 

学 

校 

５学級以下 ２，１６９ ２１.８％ ０ ０％ 

６～１１学級 ３，１８４ ３２.０％ ３ １６.７％ 

１２～１８学級 ３，２１９ ３２.３％ ８ ４４.４％ 

１９～２４学級 １，１１２ １１.２％ ４ ２２.２％ 

２５～３０学級 ２６０ ２.６％ ３ １６.７％ 

３１学級以上 ２１ ０.２％ ０ ０％ 

計 ９，９６５ １００.０％ １８ １００.０％ 

*平成２１年度（２００９年度）実績。「全国」の数値は、学校基本調査「都道府県別学級数別学校数」による。 

表１からみると、全国的には標準を下回る小学校は４８.３％、中学校は５３.８％、標準を

上回る小学校は２２.７％、中学校は１４.０％となっている。また、本市では、標準を下回る小

学校は４.９％（２校）、中学校は１６.７％（３校）と尐なく、標準を上回る小学校は５３.６％（２２

校）、中学校は３８.９％（７校）と多くなっており、本市においては、全国と比較して、標準を

上回る学校数が多いという特徴が見られる。 

（２）学校の規模に関わる課題について 

本市の各小・中学校における児童・生徒数を見ると、小学校では最尐２１４人、最多１,１０

３人、中学校では最尐２１７人、最多９８９人と学校規模の差が大きい（いずれも、平成２２年

（２０１０年）５月時点）。また、学級数別の学校数の推計においては、表２のとおり、児童・生

徒数が減尐する中で、６学級から１１学級の学校数と３１学級以上の学校数がともに増加す

ることが予測される。 
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表２．市立小・中学校の学級数別学校数の推移 

 

小学校 中学校 

平成１５年度

（２００３年度） 

平成２２年度

（２０１０年度） 

平成２８年度

（２０１６年度） 

平成１５年度

（２００３年度） 

平成２２年度

（２０１０年度） 

平成２８年度

（２０１６年度） 

５学級以下 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

６～１１学級 ２ ２ ３ ３ ３ ４ 

１２～１８学級 ２１ ２０ ２３ ７ ７ ７ 

１９～２４学級 １４ ９ ７ ７ ５ ４ 

２５～３０学級 ４ ７ ４ １ ３ ２ 

３１学級以上 ０ ３ ４ ０ ０ １ 

児童・生徒数 ２０，９９９ ２１，７９２ １９，７２３ ９，８２６ ９，６０５ ９，２０５ 

*平成１５年度（２００３年度）及び平成２２年度（２０１０年度）は実績値。平成２８年度（２０１６年度）は、平成２２

年（２０１０年）５月時点のデータに基づく推計値（新・公立義務教育諸学校教職員定数改善計画（案）は反映

せず）。 

そこで、本審議会では、児童・生徒数の多い学校と尐ない学校の校長を対象としたヒアリ

ングを行い、それぞれの学校の実情や課題を把握し、学校の規模に関わる検討を進めて

きた。 

そのヒアリングの状況はおおむね表３のとおりである。 

表３．児童・生徒数の多い学校と少ない学校の校長ヒアリングによるメリットとデメリット 

 メ リ ッ ト デ メ リ ッ ト 

児童・ 

生徒数の 

多い学校 

○多様な人間関係を築きやすい 

○常に人の動きのある中で、自分の

居場所を見つけやすく、つくりや

すい 

○運動会や合唱祭等の行事で活気

があり、非常に盛大である 

など 

○多目的教室や体育館などの適切な利用割り当て

が困難であり、教育活動が制約される 

○担任するクラス以外の児童・生徒についてわかり

づらい 

○これ以上過密状態になると、義務教育の質の確保

が困難 

など 

児童・ 

生徒数の 

尐ない学校 

○相互理解が得やすい 

○活躍する機会が多い 

○教職員全体が一人ひとりに気を

配ることができ、目が行き届く 

○全教職員が学校全体の情報を共

有しやすく、問題行動等も早く発

見でき、迅速に適切に対応できる 

など 

○クラス替えができず、非常に人間関係が固定化さ

れてしまい、トラブルが生じた場合になかなか解

決できない 

○児童・生徒が切磋琢磨する場が限られてくる 

○中学校においては、クラブ活動で１年生から活躍

する機会を与えられるが、一人でも休むと活動が

成立しないなど、精神面で負担がかかる 

○指導者が尐ないことから、クラブや委員会などの

教育活動が縮小される 

○水泳指導などで他学年との合同実施となることか

ら安全面を優先し、下の学年に合わせた指導内

容となる 

など 

表３からもわかるとおり、児童・生徒数の多い学校では、児童・生徒にとって多様な人間

関係の形成が可能であり自分の居場所が見つけやすい、学校行事が活発に実施できる等

のメリットが見られる反面、尐人数指導をはじめとする多様な学習形態を実施するための施

設・設備となっていない等の課題が確認された。 

- ３ - 



 

児童・生徒数の尐ない学校では、教職員全体の目が児童・生徒一人ひとりに行き届きや

すい、児童・生徒一人ひとりの活躍の機会が多い等のメリットが見られる反面、クラス替えが

できず児童・生徒の人間関係が固定化する、複数学年での教育活動が多くなり下の学年

に対応した指導内容になりがちである、中学校では多様なクラブ活動の実施が困難となる

等の課題が確認された。 

表４．児童・生徒数の多い学校と少ない学校の学級数及び普通教室数の過不足数等の推移 

 

 
保有普通 

教室数 

平成２２年度（２０１０年度） 平成２８年度（２０１６年度） 

児童・ 

生徒数 
学級数 過不足 

児童・ 

生徒数 
学級数 過不足 

児童・生徒数

の多い学校 

尐路小 ３７ １，１０３ ３５ ２ ９９９ ３４ ３ 

上野小 ３６ １，０７３ ３５ １ ９５１ ３３ ３ 

泉丘小 ３１ ８７２ ２９ ２ ８３７ ３０ １ 

野畑小 ２８ ８６４ ３１ ▲３ ７２１ ２８ ０ 

南桜塚小 ３０ ８１０ ３０ ０ ９１９ ３２ ▲２ 

桜井谷東小 ３２ ７５８ ２７ ５ １，００４ ３４ ▲２ 

東泉丘小 ２６ ７３３ ２８ ▲２ ８１８ ２９ ▲３ 

第十一中 ３６ ９８９ ３０ ６ ９７５ ２９ ７ 

第三中 ３５ ８９２ ２９ ６ ９７３ ３１ ４ 

第九中 ２９ ７９８ ２６ ３ ７６４ ２６ ３ 

第十七中 ２２ ６６１ ２０ ２ ５６２ １９ ３ 

児童・生徒数

の尐ない学校 

南丘小 ３１ ２１４ ９ ２２ ２４５ １１ ２０ 

北丘小 ３２ ２３５ １０ ２２ ２８５ １３ １９ 

豊南小 ２２ ２８２ １３ ９ ２１６ １０ １２ 

庄内小 ２３ ２８５ １５ ８ ２０６ ９ １４ 

庄内南小 ３１ ２８７ １４ １７ ２６９ １２ １９ 

高川小 ２５ ３０４ １５ １０ ２３５ １２ １３ 

第八中 ３５ ２１７ ８ ２７ ２９８ １０ ２５ 

第十中 ２３ ２５７ １０ １３ ２２５ ８ １５ 

第十八中 ２０ ２６５ １０ １０ ２６８ １０ １０ 

第六中 ２２ ３８２ １３ ９ ３２０ １０ １２ 

第七中 ３４ ４２６ １５ １９ ３１２ １２ ２２ 

*平成２２年度（２０１０年度）は実績値。平成２８年度（２０１６年度）は、平成２２年（２０１０年）５月時点のデータ

に基づく推計値（新・公立義務教育諸学校教職員定数改善計画（案）は反映せず）。「学級数」は支援学級

数を含む。 

*「過不足」欄の▲印は不足を表す。（平成２２年度（２０１０年度）の野畑小、東泉丘小の普通教室不足分は、

他の目的の部屋を普通教室として充当） 

（３）小括 

全国及び本市の状況を踏まえると、学級数が１２学級未満又は１８学級を超える小・中学

校のすべてを適正でないと言い切ることは実態にそぐわなくなってきている。教育論の見

地からは、最も効果的な教育活動を展開できる学校規模がどの程度の学級数であるかと

いう実証は難しく、児童・生徒数の多い学校、尐ない学校では、それぞれにメリットもデメリ

ットもある。各学校においては、メリットを活かし、あるいはデメリットを克服する取り組みが

行われているところであり、その前提に立って、優先的に解決すべき課題とその対応方策

を明らかにすることが必要である。 
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３．小学校と中学校の通学区域の関係に関わる課題について 

（１）本市における通学区域の現状 

本市においては、２つの中学校へ分かれて進学することとなる小学校が４１校中１４校あ

り（以下、これらの学校を「分割校」と称する。）、近隣自治体と比較しても、小学校と中学校

の通学区域がリンクしない複雑な設定となっている。 

表５．近隣自治体における市立小・中学校数と分割校数の状況 

 豊中市 池田市 茨木市 吹田市 摂津市 高槻市 箕面市 

小学校数 ４１校 １１校 ３２校 ３５校 １０校 ４１校 １３校 

分割校数 １４校 ３校 １１校 ０校 ０校 ６校 １校 

中学校数 １８校 ５校 １５校 １８校 ５校 １８校 ７校 

*各自治体の校数は、平成２２年度（２０１０年度）北摂学務課長会による調査資料による。 

この課題の検討にあたり、現在の通学区域に至るまでの経緯を振り返るとともに、その問

題点を整理した。 

（２）通学区域の変遷の経過 

教育委員会の説明によれば、本市において、分割校が初めて発生したのは、昭和３０年

（１９５５年）の上野小学校である。第三中学校の過密化を解消するため、第三中学校区で

あった上野小学校区の一部地域を第二中学校に分割するものであった。なお、当時の市

立小・中学校通学区域審議会においては、全市的な通学区域の設定がテーマであったが、

第一中学校区とした南桜塚小学校区において、一部の区域で第三中学校に進学させた

いとする保護者や地域住民の要望を背景に、結果として、第三中学校への進学を可とした。

その後、昭和３７年（１９６２年）には、第六中学校の過密化を解消するため第七中学校を新

設する際、その学校用地が庄内小学校区内であることから、庄内小学校区を分割したこと

に加えて、庄内南小学校区の全部を第七中学校区に変更しようとしたが、第六中学校に近

い一部地域については従来どおりとすべきとの意見が多く、庄内南小学校区についても、

第六中学校区と第七中学校区に分割されることとなった。 

教育委員会においては、当初より「中学校は小学校を単位として考えるのは本則で、９

年間の義務教育制からも、１つの小学校から１つの中学校に進学することが好ましい」とし

ながらも、以後、このような形で、保護者や地域住民の要望や、通学区域審議会における

「やむを得ないときは一部に地域性を加味すべし」、あるいは、「一部地域の学校選択制を

採用してはどうか」などの議論を受け、小学校が新設される場合には従来の中学校区を尊

重し、中学校を新設する場合には小学校区の一部を変更するなど、複雑な通学区域の変

更を繰り返してきたものである。 
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（３）小括 

義務教育の９年間を通した学校と地域の連携による教育コミュニティの形成にとって、中

学校区は小学校区を単位として構成するという原則の実現が望まれる。 

今日に至るまでの経緯を振り返ると、教育委員会は「中学校区は小学校区を単位とし、９

年間の義務教育制からも１つの小学校から１つの中学校へ進学することが好ましい」としな

がらも、保護者や地域住民の要望、あるいは、それらを受けた通学区域審議会での議論を

尊重した結果、現在の複雑な通学区域に至ったものである。児童・生徒の急増に対応して、

学校施設の確保を緊急の課題として取り組んだ当時の状況からすれば、やむを得ない面

がある一方、今日的観点から見れば、全市的な通学区域の望ましい姿を見すえた厳格な

対応が望まれたところである。 

なお、教育委員会は、現状の通学区域が小中一貫教育の障壁となっていると説明する。

小・中学校の連携や小中一貫教育の推進にあたっては、現状の通学区域は小学校と中学

校の教職員が連携するうえで一定の煩雑さをもたらしていることは認められるが、すでに小

学校区を単位として構成されている中学校区はもとより、その他の中学校区においても、

「小中連携校」の設定や教員が小・中学校を兼務する「いきいきスクール」のさらなる活用

等により、全市的な小中一貫教育の推進に努めることが必要である。 

４．「学校選択制」について 

現在、一部の自治体において、いわゆる「学校選択制」が導入されており、これらの事例

の検証と本市への適用の可否についても検討を行った。 

表６．全国における学校選択制の実施状況 

 小学校 中学校 

導入している １２.９％ １４.２％ 

制度を見直した、見直しを検討中 ０.６％ ０.７％ 

廃止した、廃止を検討中 ０.４％ ０.６％ 

導入を検討中 ５.６％ ５.０％ 

導入も検討もしていない ７６.５％ ７５.６％ 

*内閣府の平成２０年度（２００８年度）「学校評価等の実施状況に関するアンケート」結果による。政令指定

都市を除く市区教育委員会が対象（回答数７２０件）。 

本市において、すべての小・中学校を対象として「学校選択制」を導入した場合には、児

童・生徒数の多い学校の過密化や児童・生徒数の尐ない学校のさらなる小規模化など学

校規模の差がさらに広がる恐れがあることや、施設の収容能力から就学人員を制限するこ

とにより就学の公平性が担保されない恐れがあること、さらに、学校と地域との連携の希薄

化が懸念されるところであり、学校規模や通学区域に関わる本市の課題の解決にはつな

がらないものと判断した。 
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５．今後の方向性について（結論） 

以上のことから、学校の規模に関わる課題と、小学校と中学校の通学区域の関係に関

わる課題については、おおむね以下の順序と方策により対応を進められたい。 

１ まず、児童・生徒数に見合った施設が整っていない、あるいは近い将来教室の不足が発

生する学校については、本市では学校の新設が困難であることを踏まえると、子どもの学

習権を保障する観点から、既設校での施設の増設・充実、又は隣接校との通学区域の変

更のいずれかの方法により、早急な対応がなされるべきであると考えられる。なお、隣接校

との通学区域の変更をする場合には、分割校を増やすことのないよう留意すべきである。 

２ 次に、児童・生徒数の尐ない学校への対応について、児童・生徒の減尐が進み、複数の

学年で学級を構成する複式学級が発生するに至る場合には、学習指導面で困難をきたす

恐れがあるが、本市においては、現在のところ、複式学級の発生は見込まれないため、行

財政の効率化の観点は別として、学校の統廃合は緊急の課題とは言いがたい。しかしな

がら、多様な人間関係の形成や、活力ある教育活動の展開が望ましいことから、隣接校と

の通学区域の調整や、それが困難な場合においても、隣接校との合同による授業・行事の

実施などの教育活動の工夫に努めるべきである。 

３ 次に、小学校と中学校の通学区域の関係については、中学校区を単位とした教育コミュ

ニティの形成に向けて、小・中学校の連携や小中一貫教育の実績を積み上げながら、全

市的な通学区域の青写真を示し、市民、保護者等の理解を得ながら、分割校の解消に向

けて通学区域の再編を進めていくことが適当である。 

 

最後に、通学区域の変更については、現在の通学区域が定着してきていることや、通学

時間や距離が長くなる場合に一定の困難が予測されるが、分割校をこれ以上増やすこと

なく、その解消をめざすという今後の通学区域の再編の原則を踏まえた対応施策を工夫さ

れることが必要である。 

 

おわりに 

今後、教育委員会におかれては、この答申の内容を踏まえ、本市の学校教育の質の向

上に資する通学区域等の具体案を早急に取りまとめたうえで、当審議会に諮ることとされた

い。 
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